
2024年２月８日

独立行政法人 国際協力機構（JICA）
理事長特別補佐（外国人材）

兼 一般社団法人JP-MIRAI理事 宍戸 健一

外国人労働者から選ばれる国に向けて
～JICA及びJP-MIRAIの取組み



2

①外国人労働量需要量の推計 ～経済成長に必要な外国人材

【設定条件】
目標GDP: 年平均成長率1.24%（厚労省）
➢ 資本ストック（自動化・機械化等の設備投資）過去最大値

②外国人労働供給ポテンシャルの推計 ～必要な人材は確保できるか？

【設定条件】

➢ 送出し国からの来日外国人労働者数を、送り出し国の将来の人口
動態と経済水準、過去の入国者数のトレンドを考慮して推計。

202２年 2030年 2040年

1８2万人 419万人 674万人

2030年 2040年

３５６万人 6３２万人

結論： 現行の受入れ方式では、目標GDP到達に必要な労働者数を確保困難

外国人労働者の滞在期間の長期化など
需要に見合った方策の検討が必要

必要な外国人労働者の確保～途上国の
若者に魅力ある選ばれる国となる必要

日本人も外国人も夢を持って安心して活躍できる豊かなダイバーシティ社会実現
～国際協力を通じた取り組みによる『選ばれる日本』と『開かれた日本』へ

2040年の外国人労働者受入れ将来予測と課題

コロナ前の国勢調査（２０１５）
に基づく推計であり、更に深
刻になる可能性

～JICA調査研究（２０２２）より

アジアも経済成長・少子化



ゲアン省(日本への送り出しが一番多い省）でのヒアリング

地方で出稼ぎや留学を
薦める看板（2022年ゲア

ン省では台湾への出稼ぎが一
番多かった）

＜ゲアン省で帰国技能実習生への聞き取り（5名）＞

◼ 全員が、実習実施先をスマホで事前にチェック（労働条件、
口コミ、駅やスーパーが近いか？など）

◼ 訪日前に支払った手数料（50万円～60万円）

⇒（全員）親が支払った。
⇒（全員）手数料の高い安いより行き先が大事

◼ 日本を選んだ理由：安全、アニメ、日本の文化に関心

＜送り出し機関（ハノイ）でのヒアリング＞

◼ 人気のない職種（建設、農業、へき地）や低賃金の仕事へ
の応募がほとんどなく、リクルートに苦労（リクルーターへ

の支払額が高騰）しており、
一部は、日本の監理団体にお断りの連絡を入れている
（インドネシアに流れていると聞く）【中小送出し機関】

◼ 職業訓練校と提携し、帰国後も日系企業への就職紹介
／起業支援を行うなど魅力的なプログラムにする努力
を行っている【大手送出し機関】

ベトナムの今 （2023年1月）
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ラムドン省ダラット（近年、ホテルも乱立）

＜ラムドン省人民委員会での聞き取り＞

◼ ラムドン省の省都ダラットは、避暑地で有名な観光地で
あるが、ベトナムの経済発展により、ベトナム人の観光客
が増加。省内の農業投資や生産も順調。

◼ コロナ禍でラムドン省から日本への技能実習生の送り
出しは減少しているが、「賃金目的ではなく、農業を学ぶ
ために技能実習生を増やしてほしい」との要望あり。ま
た、日本に関心や憧れを持っている若者も多く、賃金も
重要であるが、よりも生活のクオリティ―に関心。

＜製糸工場でのヒアリング＞

◼ 約300人の労働者を雇用しているが、生産が追い付か
ず、工場拡張の計画あり。

◼ 4時間の4シフト制で、ひとり2シフト勤務してもらって
いる。賃金は、月6万円～7万円。

ベトナムの今 （2023年４月）

ラムドン省の
製糸工場視察
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インドネシアの今 （2023年１１月）

送出し機関での日本語教育。
どの送出し機関でも、規律訓
練も重視。（軍隊式も）

国立職業訓練校（バンドン）
自動車整備科の施設・教育レ
ベルは、日本と全く遜色ない
（スタディーツアー参加者コ
メント）
ただし、卒業生の就職率は、
５０％強。

移民労働者保護庁は、出稼
ぎ労働者のデータベースや
24時間対応のコールセン
ターを持っており、様々な
事態に対応する体制を構
築している。（人権配慮）
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日本・インドネシア人材フォーラム2023
インドネシア労働省／JICA共催

インドネシア側：労働大臣、関係省庁高官、送出し機関、業界
団体などが参加、日本側：大使、日本側関係省庁（入管庁、
国交省など）、人材派遣関係、企業など、約2３0名が参加。

＜背景＞
◼ 失業率 5.32％ →特に若年層、地方での失業率高

◼ 2030年が生産労働人口のピーク。

＜要点＞
◼ インドネシアは、日本の産業界のニーズに応え、5年間
で10万人以上の日本への送り出しを達成する（数年以
内に日本への送出し1位の国に）

◼ 日本からの帰国人材がインドネシア経済発展に貢献す
る（安全な日本への人材育成への期待）。

◼ 双方のメリットのある国際協力（日本語教育、技術訓練、
情報提供など）を展開（2023～）。

インドネシアの今 （2023年１１月）

インドネシア海外労働者所得分布

日本韓国台湾サウジカタール
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選ばれる国になるために ～就労先として見た日本

1. 待ち時間が長い（日本語習得、手続き）
2.日本語試験が難しい（特定技能N４）
3.準備金がかかる（20万円～50万円）
4.得られる収入がそんなに高くない
5.訓練が厳しい（言語、規律、体力）
6.応募要件が厳しすぎる

1. アニメの国
2.日本の食・文化・自然
3.比較的安全
4.技術が身につくかも？

憧れの国ではあるが。。。 選ばないかも。。。

日本の受入れ制度に対する様々な本音。。。

⚫ 単純労働にN4が必要か？／短期就労希望者も多い／日
本人もグローバル化すべき（多数の国）。

⚫ 欧州・豪州では、月給3000～５０００ドルの求人もある。
英語で仕事が出来る国の方が良い（フィリピン）

⚫ 韓国はTikTokなどで芸能・文化・魅力を発信している。
若者にとっては近年日本の影が薄い（インドネシア）。

国際労働市場を踏まえた受入れ制度
の構築や日本人も外国人も夢を持っ
て安心して活躍できる豊かなダイバー
シティ社会実現が必要。
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選ばれる国になるために ～失踪者の数と原因？

国名
2023年6月
技能実習生数

失踪者の数

2021年 2022年

ベトナム 185,563人 ４,７７２人 6,016人

中国 29,142人 ８９６人 922人

インドネシア ５８,４７８人 206人 367人

フィリピン ３１,９２５人 47人 7０人

合計 ３５8,159人 7,167人 ９，006人

来日前に送出機関又は仲介者に支払った費用

国名 支払った費用（平均値）

ベトナム 688,143円

中国 591,777円

インドネシア 235,343円

フィリピン 94,191円

平均値 542,311円

＜現状＞日本に滞在する技能実習生数と失踪者の数

＜原因＞

◼日本国内の受け入れ環境の問題
（労働環境、多文化共生など多様）

３．２％

０．２％

失踪率

＜原因＞

◼高額な手数料（借金問題）

＜原因＞

◼フィリピン政府が企業・監
理団体を選定受け入れ側も選ぶ国によって異なるリスク

8
（統計出典：入管庁ホームページ）



選ばれる国になるために ～受け入れ企業の課題

主要業種別外国人技能実習生の実習実施者に対する監督指導、送検等
（厚労省 2022年7月27日発表）

72％以上が違反
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技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議最終報告
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技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議最終報告
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転職の在り方（最大
の論点）

地方でも適正に受け
入れている企業では
都市部へ転職は多く
ない。事例多数あり。

手数料問題
具体的な解決策が提
示されていない。

特定技能への相談業
務を追加（体制強化
がなされる）

監理団体の許可要件
の厳格化

特定技能中心主義
技能実習→育成技能
は特定技能に到る制
度と整理。
意外と大きな課題
特定技能にない分野
は受け入れできなく
なる。

就労前日本語要件
N5相当を明示。
コストアップ。
⇔競争力との関係



「技能実習」→「育成就労」への制度変更の影響は？（私見）
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受入れコストの増加傾向

◼ 日本語能力（入国前のN5取得）
→入国前の学習期間が延びる～コストアップ

◼ 監理団体の許可要件の厳格化
→外部監査など ～コストアップ

◼ リクルート費用の適切な負担
→具体的なルール不明

送出し国

送り出しの仕組みに変化？

◼ 総論（方向性）としては歓迎

◼ 人材育成が従たる目的になり、キャリアアップ
などに影響はないのか？（不安）

◼ 入国前の学習期間が延びる
→競争力の不安（人材集め・教育にコスト）

◼ インドネシアでは、「労働目的」と「研修目的」で
所管省庁や送出し機関のライセンスが異なる。
→インドネシア側が今後検討



JICAの取組み
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JICAが外国人材受入れ支援に取り組む経緯 ～なぜJICAが？

◼ JICA海外協力隊等、国際協力経験者による多
文化共生社会構築への貢献

◼ 地方自治体、NPO、民間企業等、多様なステー
クスホルダーとの戦略的連携の支援

◼　外国人労働者の人権保護にかかる、送出国
　  政府の能力強化支援 

※法・政策・制度の整備、運用の適正化、国際標準への適合

◼ 専門技術や日本語能力の習得・強化支援（経済
成長のための人材育成支援）

送出国・日本で、JICAが出来ること

2019年 外国人材の受入れに資する取り組みを強化することを組織決定

2020年 外国人材受入れ支援のための予算増／総合的対応策に明記

2021年 国内事業部に「外国人材受入支援室」設置

送出国 ～ほとんどが開発途上国～ 日本

様々な環境整備

日本に取って最大の社会課題・途上国の経済発展にも重要な課題
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1.外国人労働者の人権尊重
2. （送出国・日本双方の）
経済成長のための人材育成

3. 外国人材との
共生社会構築

外国人労働者が出身国の質の
高い成長に寄与するための人
材育成に貢献。

共に生きる豊かな社会の実現にむけて 開発途上国の社会・経済発展と
日本国内の地域活性化に貢献

JICAの外国人材受入れ・多文化共生にかかる3つの取組みの柱

人間の安全保障の観点から、
脆弱な外国人労働者の人権
の尊重を促進、出身国のガバ
ナンス強化支援

地域における多文化共生の取
組促進・支援
企業による責任ある労働者受
入れの促進・支援

課題別研修を通じた途上国行政官の能力強化 モンゴル日本センターを活用した人材育成 国際協力推進員（外国人材・多文化共生）の配置

JP-MIRAI（責任ある外国人労働者受け入れプラットフォーム）を通じた貢献
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柱１：外国人労働者の人権尊重 【事例】訪日前手数料の適正化

募集人 送出機関 監理団体

生産者 加工業者 販売物流

サプライチェーン

外国人労働者
リクルートチェーン

コスト競争→サプライヤーの負担増大（安い労働者を求める）

First One Mile
（送出し機関も知っている）

とにかく安い商品を
求める消費者

それに応える企業

コスト削減の裏に隠れた
問題に気付かない企業

外国人労働者への負担大
・社会問題

作成資料より、筆者作成

受入企業

違法な
手数料

キックバック
や接待要求

人権問題へ
の無関心

法外な
手数料
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外国人労働者に関する2つのChain ～コストは見えないところ（脆弱な外国人労働者）に転嫁される

日本側の課題（送出し機
関は営業と適正の板挟み）



柱１：外国人労働者の人権尊重 【事例】 訪日前手数料の適正化

ベトナム国・海外就労希望者の求人情報へのアクセス
支援プロジェクト
１．プロジェクト期間 ：2023年8月～ 5年間

２．先方実施機関：ベトナム労働・傷病兵・社会省 海外労働局
(MOLISA/DOLAB)

３．プロジェクト目標 ：ベトナムにおいて海外就労希望者の送出のため
の新システムの構築、送出機関の関連法令順守の促
進及び帰国後のキャリア支援の取組を通じて、海外
就労希望者が十分な情報を基に送出機関を選定し、
改正派遣法・関連規則に則った海外就労を促進する
ことにより、海外派遣プログラムの透明性向上に寄
与するもの。

技能実習生及び特定技能生から費用を徴収しないグローバ
ルスタンダードの移民労働者のリクルートの実現するための自
発的な枠組み。2023年7月31日、ベトナム海外労働局
（DOLAB）＝ベトナム海外労働者派遣協会（VAMAS)＝ILO
＝JICA/JP-MIRAIの間で、合意が成立し、制度構築開始。

VAMAS
◼送出し機関のモニタ
リング、監査、指導

JP-MIRAI
◼監理団体、受入れ企業の登録、監査等
◼外国人労働者モニタリング

制度
運用

（登録）送出機関

◼CoC及び法令遵守
◼法定外の手数料を払
わせない（ブローカ
ー排除）

（登録）監理団体

◼法令遵守及びガイド
ライン遵守（送出機
関からキックバック
や契約外サービス
等を受けない）

（登録）受入企業

◼法令遵守・人権尊重
◼登録された送出し
機関及び監理団体
の活用

◼正当なコストの負担

アクター

ベトナム政府 JICA制度構
築支援

ILO

リクルートプロセスの見える化（モニタリング）を行い、不正を排し、企業に適正な費用負担を求める。

Fair and Ethical Recruitment Initiative
（VJ-FERI)

※他国でも同様の取組みを検討中 17



柱１：外国人労働者の人権尊重 【事例】 訪日前手数料の適正化

インドネシアの現状 ～スタディーツアー報告会（2024年1月）資料（キャムコム社作成）より

18日本語学校（LPK）



柱１：外国人労働者の人権尊重 【事例】 訪日前手数料の適正化

インドネシアでの取り組み事例 ～スタディーツアー報告会（2024年1月）資料（キャムコム社作成）より
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国立職業訓練校の
卒業生が対象に
インドネシア政府が

補助金

送出し機関も適正
な費用徴収

キャムコム社がインドネシア
政府とのMOUによるスタ
ートしたが、今後枠組みを
拡大する方向で議論中

本人負担少

日本側も負担
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『責任ある外国人労働者受入れプラットフォーム』
（JP-MIRAI）の活動紹介

お問合せ先 ：e-mail: info@jp-mirai.or.jp

電話：03-6261-5539

一般社団法人JP-MIRAI

2023/11/23版
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Japan Platform for Migrant Workers towards Responsible and Inclusive Society

組織図会員数

JP-MIRAIとは

日本国内の外国人労働者の課題に真摯に取り組み、
責任をもって外国人労働者を受入れ、「選ばれる日
本」となることを目指し、2020年11月に民間企
業・自治体・NPO・学識者・弁護士など多様なステ
ークホルダーが集まり設立されたプラットフォーム
です。

団体 数 団体・個人 数

事業会社 203 NPO／
NGO

60

業界団体 １４ 大使館 ２

人材紹介企業 47 研究者 51

監理団体・
登録支援機関

６６ 弁護士・行政
書士・社労士

８０

送出機関 １2 その他個人 １34

自治体 １2

6８１ 団体・個人
４１6 企業・団体
２65 個人

JP-MIRAI組織・業務概要
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民間セクター（企業・業界団体・経済団体等）、公的セクター（関係省庁・関係団体・国際機関等）が連携し、
アドバイザリーの方々の助言を頂きながら、運営を行っています。202年活動計画

JP-MIRAI組織・業務概要

1-1. JP-MIRAIポータル（フレンズ含む）

1-2. JP-MIRAIセーフティ

1-3. JP-MIRAIアシスト

1-4. 外国人サポーター【新規】

１．外国人労働者との
情報共有・共助

脆弱な外国人労働者へのリーチ強化
1. ポータルアクセス100万人に向けて、外国人サポーター制度（仮称）を

構築し、外国人コミュニティーへの浸透を目指す。

2.JP-MIRAIポータル（アプリ）の改善を行うとともに、将来に向けた運
用の在り方（運営主体等）について検討を行う。

2. 『ビジネスと人権』
における協働

2-1. 責任ある外国人労働者受入れ企業協働プログラム

2-2. 中小企業向け動画・教材【新規】

2-3. 海外サプライチェーン管理支援【新規】

２-4. 倫理的なリクルート（FERI）【新規】

国際水準を目指す企業のニーズに応えたメニューの拡充と定着
1. 23年度の経験を踏まえた企業協働プログラムの拡大（業務参考資料

のLMS配信、外国人労働者へのツール強化、料金改定など）。

2.中小企業向け教育プログラムの開発。

3.国際機関、国際NGOと連携した新たな取り組みの展開・レベルアップ。

３．学びあいと内外へ
の発信

3-1. 学びあい

3-2. JP-MIRAI現場アカデミー

3-3. 調査研究

3-4. 国内外への情報発信

様々なステークホルダーの学びや活動を促進。対外発信強化
1. JP-MIRAIの特性や強みを生かした勉強会、セミナー等の実施とコン

テンツ化。

2.パートナーシップの増加に伴い、英文による発信を強化。SNSの整理。
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活動1－1. JP-MIRAIポータル

【特徴その１】
海外（送出し国）での普及により、日本の
魅力や（キャリア形成）、制度や正しい参
加方法などについて発信。

【特徴その２】
日本国内では、生活や労働上必要な知識
を分かりやすく解説し、公的機関のホー
ムページ等へ誘導。

コンテンツ例

With Migrant Workers

外国人労働者に役立つ情報をポータルサイト&アプリにて提供

9言語対応!!!

【目標】 JP-MIRAIポータルへのアクセス拡大（2025年に100万アクセス達成

＜今後の取組み＞
より魅力的なコンテンツ制作

●来日前の外国人向け
➢ 国別ページの拡充（国ごとに異なる送り出し制度に対

応し、課題を最小化するため）

➢ 日本の魅力発信（各自治体作成の動画などのリンク）

●日本で働く方へ
➢ セーフティ、アシスト（人権問題発見、相談・救済）

への入り口（外国人に信頼されることが重要）

交流機能（フレンズ）もあり
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活動1－３. JP-MIRAIアシスト

外国人労働者向け多言語相談窓口（無料） ＋救済（東京弁護士会「外国人専門ADR」の利用支援）

With Migrant Workers
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相談件数内訳（２０２２年5月～２０２３年4月累計）
教訓 →多様、かつ複合的な課題が多い。

＜参考＞「JP-MIRAIアシスト」 （パイロット事業相談実績） With Migrant Workers

25



倫理的なリクルート
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ゼロフィー分科会

2022年11月の設立以来、取り組みの進捗に応じて、開催し、意見集約
を図っています。

日越人材育成交流フォーラム in ハノイ2023「人材交流の適
正化～国際スタンダードのリクルートをめざす～」

日越外交関係樹立50周年を記念行事として、JICA主催、ベトナム海外
労働者派遣協会（VAMAS）、ILOベトナム事務所、認定特定非営利活動
法人日本国際親善協会（JIFA）共催のもと、標題フォーラムをハノイ国
際会議場で開催し、オンライン含めて約220名が参加しました。メディ
ア関係者も日越合計20社以上が参加し、特にベトナムではテレビも含
め約35記事が掲載され関心の高さがうかがわれました。

フォーラムでは、適正な手数料
負担でのリクルートを目指す方
向で一致し、ベトナム政府、
VAMAS、ILO、JICA、JP-
MIRAIの5者で協力するVJ-
FERIの枠組みに賛同を得まし
た。

シンポジウム「訪日前手数料ゼロに向けたベトナムでの取り組み
～公正で倫理的なリクルートメントイニシアティブ（VJ-FERI）
の実現に向けて」

VJ-FERIの枠組みの成立を受け、9月22日に、国内イベントを実施し、
123名が参加しました。JICA理事、VAMAS会長の開会挨拶、ILO専門
官及びベトナム海外労働局からの基調講演に続き、送出し機関代表、監理
団体代表、民間企業代表、ILO代表が参加したパネルディスカッションを
行い、ゼロフィーに向けた取組みの重要性についてそれぞれの立場から
議論を交わしました。

活動2. 『ビジネスと人権』における協働
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JP-MIRAI会員向けに、ベトナムとインドネシアへのスタディツアーを実施しました。会員の皆さまに、外国人材の送出しに関わる機関との意見交換
と、出発前・帰国後の技能実習生との対話を通して、日本を目指す若者がリクルートされるプロセスの現状と課題について理解を深めていただき、
今後のより良い外国人材受入に役立てていただくことを目的としています。

⚫日程
事前勉強会（7月18日）

ツアー実施（7月24日～29日）

事後勉強会（8月31日）

実施報告会（9月6日、オンライン開催）

⚫参加人数 ９団体11名
⚫訪問先

ハノイ： 日本大使館、JICAベトナム事務所、LOD・ハイフォン（送出
機関）、職業訓練短大CTECH、ハノイ工業大学、労働傷病兵
社会省海外労働局、ベトナム労働者派遣協会、ILO、IOM、
UNDP

ゲアン： ゲアン省労働傷病兵社会福祉局、タン・ドゥ（送出機関）
ハティン： NPOハティン教育開発支援機構、タセンコ日本語学校、

ハティン省外務局／労働傷病兵社会局／教育訓練局

ベトナム編 インドネシア編

⚫ 日程
事前勉強会（11月20日）
ツアー実施（11月26日～12月1日）
事後勉強会（12月19日）
（実施報告会（2024年1月16日））

⚫ 参加人数 7団体10名
⚫ 訪問先

ジャカルタ： 日本大使館、移民労働者保護庁、インドネシア送出し機関協会
労働省職業訓練総局、国際労働機関、JETRO、
JICAインドネシア事務所

カラワン： インドネシア研修生実業家協会
ブカシ： 国立職業訓練センター、アイム・ジャパン（送出し機関）
スバン： 浜連教育センター（送出し機関）
バンドン： 国立職業訓練センター、スンダガイヤ（送出し機関）
スメダン： タンジュンサリ農業高校

⚫ ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ労働省・JICA共催「日本ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ人材ﾌｫｰﾗﾑ」（11/28）に参加

●ビン（ゲアン）

●ハティン

ジャカルタ

参加者からは、高額な手数料の問題や帰国後の就労について、現場で生の
声を聴けたことは大変有意義であったとの声が聞かれました。 訪問先では、参加団体の具体的な取組みにつながる話合いも生まれました。

JP-MIRAI現場アカデミー（スタディーツアー）

活動3. 学び合いと内外への発信
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活動3. 学び合いと内外への発信

「インターナショナルジョブフェア東京2023」ブース出展

Copyright © JP-MIRAI

JP-MIRAIは、「インターナショナルジョブフェア東京2023」にブース出展しました。ブ
ースでは、国内在住の外国人に寄り添った活動や情報発信をされている６つの会員団
体様と共にJP-MIRAIパビリオンを形成し、来場者にそれぞれの取組みを発信しました。

⚫ 開催日：2023年11月24日、25日
⚫ 会場：東京都立産業貿易センター浜松町館

【共同出展団体】（順不同）
NHK国際放送局
一般財団法人NHK財団
特定非営利活動法人シェア＝国際保健協力市民の会
KOKORO（「在日ベトナム人協会」と毎日新聞社のコラボ事業）
NPO法人Adovo（学生による外国人支援ボランティア）
ProMaman（女性とママのグローバルSNS）

JP-MIRAIブースには370人余りの来場者にお越しいただきました。外国人留学生や
求職者には「JP-MIRAIポータル」や「JP-MIRAIセーフティ」を、企業の皆さまには、サ
プライチェーン上の外国人労働者の人権に取組む総合的なプログラムである「責任ある
外国人労働者受入れ企業協働プログラム」をご紹介しました。

勉強会・セミナー

公開フォーラム 「マルチステークホルダーによる外国人労働者の労
働・生活環境の改善に向けて」

JP-MIRAIでは、2022年より「外国人労働者相談・救済パイロット事業」を実施し、
企業のビジネスと人権の取組みをサポートしてきましたが、2023年からより総合
的に企業を支援する「企業協働プログラム」を開始しました。フォーラムでは、適正な
外国人材受入れに取組む企業、自治体、NGOからゲストをお招きしパネルディスカ
ッションを行いました。

⚫ 開催日時：

2023年5月19日（金）

16：00～17：30

⚫ 場所： JICA市ヶ谷ビル 国際会議場【＋オンライン配信】

⚫ プログラム

(1) 主催者挨拶：一般社団法人 JP-MIRAIサービス代表理事 矢吹公敏

(2) 来賓挨拶：外務省総合外交政策局 人権人道課課長 髙澤令則様（ｵﾝﾗｲﾝ）

(3) JP-MIRAI活動ハイライト：JP-MIRAI事務局

(4) パネルディスカッション 徹底討論「日本、JP-MIRAIは今何をすべきか！」

登壇者（順不同）：

日本繊維産業連盟 副会長/事務総長 富𠮷賢一様

特定非営利活動法人シェア＝国際保健協力市民の会 事務局長 八尋英昭様

山梨県男女共同参画・共生社会推進統括官 外国人活躍推進監 小宮山嘉隆様

花王株式会社ESG部門ESG活動推進部 シニアパートナー 大鹿正人様（録画）

モデレーター：JP-MIRAI事務局 宍戸健一

会場・オンライン併せて１１１名の方にご
参加いただきました。
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２．JP-MIRAIサロン

会員同士の交流と自由な意見交換を目的とし開催しました。

✓ 第1回 JP-MIRAIサロン「みんなで語ろう！外国人労働者の受入制度」（2月

16日）

✓ 第2 回 JP MIRAI サロン「地域交流を通じての外国人材との共生について考

えよう！～東京都江戸川区、福井県勝山市のインド人材の事例を参考に～」（3

月17日）

✓ 第3回 JP-MIRAIサロン「ベトナムの今を知り考える～互恵・対等な人材交流

を目指して」（5月11日）

✓ 技能実習生制度・特定技能制度改革関連セミナー
① 緊急セミナー「技能労働者の受入れ制度はどうかわるか？」（会員限定）（5月23日）
② 「技能実習制度・特定技能制度に関する制度改革アップデートセミナー」（12月15日）

✓ 全国社労士会×JP-MIRAI「外国人労働者の適正な受け入れに向けた協業の可能性に
ついて」（2月21日）

✓ 「外国人労働者への金融サービス・金融教育を考える」（10月15日）

✓ はじめての「ビジネスと人権」セミナー
① 「『ビジネスと人権』とは」（7月14日）
② 「外国人労働者の労働環境の改善 ～具体的事例を踏まえて（8月25日）

③ 対面ワークショップ（11月2日）

１．自治体・国際交流協会等勉強会

自治体のニーズに応えた勉強会を実施しました。

✓ 第3回 JP-MIRAI自治体・国際交流協会等勉強会「美作市の事例から考える外

国人材受入れ施策」（1月18日）

✓ 第4回 JP-MIRAI自治体・国際交流協会等勉強会 「モデル事業から考える特定

技能と地域定着」（4月24日）

✓ 第5回 JP-MIRAI／自治体・国際交流協会等勉強会「中・長期間の移住・定住を目

指したモンゴル人材の受入～長岡市の取り組みと課題」（9月1日）

✓ 第6回 JP-MIRAI／自治体・国際交流協会等勉強会「JCIE調査報告 ～自治体

の新たな動きと課題の解決に向けて」（10月25日）

勉強会、セミナー等開催実績

４．その他共催イベント

✓ 外国人労働者アンケート報告会（2月17日）

✓ JICA/JP-MIRAI共催「マダガスカル＿日本での就労を通じた農業人材育成パイロ

ットプロジェクト説明会」（6月20日）

✓ JICA九州／JP-MIRAI共催「多文化共生シンポジウム2023 ～九州の現場から共

生社会を考える 〜“（10月３０日）

2023年度も、選ばれる日本に向けた適正な外国人材の受入れに関心のある会員・非会員の皆さまに向け、「ビジネスと人権」や「外国人材の定住」
等様々なテーマで勉強会やセミナーを開催しました。対面、オンライン併せ、のべ約1,400人の方にご参加いただきました。

３．セミナー等

会員の理解促進のためにセミナー等を開催しました。

活動3. 学び合いと内外への発信
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適正な受入れに向けて、様々な取り組みを行っています。
是非、ご参加ください。
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